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新型コロナウイルス感染症への対応について

日頃より本市の児童福祉行政にご協力賜り、深く感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、11 月以降全国的に急激な増加傾向にあり、

栃木県内でも連日感染者が確認されています。本市においても、12 月 25 日現在 20名の感染者が

確認されており、今後市内保育施設等において、園児や職員等が感染する可能性が高まりつつあ

ります。

つきましては、新型コロナウイルス感染症へ速やかな対応を行うため、保護者の皆様のご協

力をお願いするとともに、下記に該当する場合は、在園されている園に速やかにご連絡をお願

いいたします。

記

（１）園児、同居の家族が下記に該当する場合、在園する園へ速やかに連絡をお願いします。

①ＰＣＲ検査等を受けることになった場合

②ＰＣＲ検査の結果が出た場合

③濃厚接触者に特定された場合

同居する家族が「濃厚接触者に特定」された場合、検査の結果が陽性になれば、同居の

家族である児童が「濃厚接触者」になる可能性が高いため、ご連絡をお願いします。

※保健所にお子さまが保育施設に在籍している事を必ずお伝え下さい。

また、ご連絡の際は、受診した医療機関、検査の結果の出る日時など詳しくお知らせ

ください。

（２）出席等停止の取り扱い

①「園児の感染が判明した場合」→保健所の指示のもと治癒するまで

②「園児が濃厚接触者に特定された場合」→感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起

算して２週間程度（ＰＣＲ検査の結果が陰性であっても２週間の出席停止となります。）

③「同居する家族に感染が判明した場合」→保健所が指示する期間

④「同居する家族が濃厚接触者と特定された場合」→ＰＣＲ検査の結果がでるまで。

また、保健所に保育施設に在籍する児童がいることを伝え、指示された期間

※保護者（同居する家族）のＰＣＲ検査の結果が「陽性」の場合、同居の家族は「濃厚接

触者」になる場合がありますので、結果が出るまでは園児の登園を避けて下さい。



（３）ＰＣＲ検査の結果、園児や職員等が「陽性」と確認された場合・・・臨時休園

在園する園から一斉メール等で情報提供いたしますので、感染拡大防止のためあらかじめご

了承ください。

「陽性」と確認された日の翌日から数日間、臨時休園といたします。

（※濃厚接触者の有無やその人数の特定、園舎の消毒など、保健所との協議をふまえ、期間

を延長または短縮することがあります。）

また、保育途中に園児や職員の家族等に「陽性」が確認された場合は、速やかに降園のご

連絡をいたしますので、お迎えをお願いいたします。

（４）プライバシーの保護について

臨時休園を実施することとなった場合、園児等の人権尊重、個人情報保護のため、感染さ

れた方の個人情報及び園に対する偏見や差別など人権侵害、誹謗中傷につながることが無い

よう個人情報の取扱いには、特段のご理解とご配慮をお願いいたします。

第１報（案）

〇月〇日（ ）、本園の児童（職員）が、新型コロナウイルス感染症の感染者が確認

されました。

（保育中に判明した場合）

このため保護者の皆様には、早急にお迎えをお願いいたします。

園としましては、濃厚接触者の特定や、園内の消毒のため、（明日）令和〇年〇月〇

日から数日間、臨時休園とする予定です。

園の再開については、追ってご連絡いたします。

なお、感染された方の人権尊重と個人情報の保護に、最大限のご理解とご配慮をお願

いいたします。


